
１１月２９日、天海訴訟の第７回口頭弁論が千葉地方裁判所で開かれました。今回は、こちらか

らの千葉県内自治体調査にたいして、被告千葉市からの準備書面(３)が出されました。

被告は、「各自治体の対応について、引き続き申請勧奨を行うとする自治体が２２あるが、障害

者福祉サービスを運用している理由が明確でない。運用が各自治体に任されているにしても、この

２２の自治体の対応は不公平な処理になると考えられて、総合支援法第７条で介護保険優先は決まっ

ているのに、いつまで続けるのかという問題がある。」と述べています。
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被告は、「本人の個々のケースに応じて具体的な利用意向を把握したうえで、「上乗せ」「横出

し」を行うなど、十分説明を行って本人の利用意向を確認したうえで、今回の却下処分になったの

であり、原告は、市の説明を受けて状況を理解しながら、自分の意志で介護認定をしなかったので

あるから、いったん障害福祉サービスを支給するというような措置を講ずる特段の必要はなかった

のであり、被告の対応は裁量権を逸脱したものとはいえない。」と述べています。

原告からは、社保協で出された文書の平成２７年度に限って集計しなおしたアンケートを提出し

ています。それによると、千葉県内市町村の中で、６５歳になられた方は２９９名、そのうち最終

的に介護保険に申請された方が８４名、申請勧奨を継続している方が２２名、それから障害者福祉

サービスの継続している方が１６２名、障害者福祉サービスの利用申請却下扱いは０名、その他不

明ということで、平成２７年度では利用申請却下は０名です。さらに社保協から、全国２０の政令

都市に対してアンケート調査を行っていただき、９市から回答を得ています。ただし回答内容につ

いて、障害福祉サービス申請を却下したところはありませんでした。千葉市については、６５歳に

なった障害者９０名中、３６名が障害者福祉サービスを継続しているということで、「上乗せ」が

１１名、「横出し」が２５名、申請勧奨に応じなかったのは０名と答えています。

そもそも被告のいう申請勧奨とはなんなのか。強引な申請勧奨、申請強要等、申
請事実についての情報収集が大事です。千葉市は、サービスを全部ストップしたら
障害者の生活ができなくなるという認識がないのです。今後ともみんなで力を合わ
せて頑張りましょう

１０月１１日、天海訴訟の第６回口頭弁論が千葉地方裁判所で開かれました。

第７回口頭弁論では、前回８月に被告千

葉市側が「自助・共助・公助が社会保障の原

則であり、介護保険優先は自助優先から導き出され、憲法違反とは言えない」との

主張に対し、原告側から「共助には共助による保障、公助には公助による保障が原則であり、どちらかが優

先されるものではない。仮に優先されるとしても不合理な権利侵害は許されない」と反論しました。

また裁判長から注文されていた他の自治体の対応について、県社保協の自治体アンケートの結果を報告し

ました。県内５４自治体の内、６５歳に達した障害者が介護保険の申請に応じない場合の対応について、障

害者福祉サービスの利用申請を却下するとした自治体は、被告千葉市と白井市のみであり、平成２７年度中

に却下した例はないことが示されました。口頭弁論後に実施された報告集会では、弁護士から「裁判長がア

ンケートについて興味を示し、質問や注文が出され今後に期待したい」と述べ、県社保協の藤田事務局長は

「アンケートが役立って良かった。実態が力になると確信した」と発言しました。
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